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自主点検チェックシートをご活用ください！
企業を成長させるためには、売上を増やし利益を上げることはもちろんですが、内部統制面の

強化や経理面の質を向上させることも重要な要素です。「入出金が適切に管理されるようになる」
「内部の不正行為を未然に防止できる」など結果的に企業の成長にもつながることが期待できます。
　法人会では、こうした「自主点検」を簡単にできるようにするため、「自主点検チェックシート・
ガイドブック」を作成いたしました。企業の皆様、自社の成長・税務リスクの軽減のために、
ぜひご活用ください。

企業の税務コンプライアンス
向上のために

お問い合せ先

国税庁後援

法人  太郎

売掛金の回収不能を防ぐた
め、取引先に遅延の理由を
確認するようにした。

確認したところ遅延が1件
あった。

18

「自主点検チェックシート」は
社内体制のほか、貸借関係や損
益関係等に分かれ、全部で83
の点検項目があります。
また、企業規模や業種に関

わりなく企業のガバナンス確
保に必要な基本事項を40項目
選定した「入門編」もあります。
点検結果が「×」であった項
目については、その内容を「点
検結果記入表」に記入し、代表
者に報告します。代表者は点
検結果に基づき、今後の改善
方針を決めます。

CLOSE UP
ご存知ですか
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12月
7日

14日
（水）
（水）

★新設法人説明会 13時30分～16時30分 法人会館研修室
★決算法人説明会 13時30分～16時30分 法人会館研修室

12/12　源泉所得税（11月分）納税
※10月決算法人の確定申告と納税　　　
※4月決算法人の中間申告と納税
※社会保険料（11月分）納付
※印の納付期限は2023年1月4日まで

大森法人会
7月～9月 入会者（敬称略）

小峰　聖

（有）酸京クラウド
（大田区大森南３－１９－１２ 大森南第２地区）

当社は、私の父が 1970 年に創業して以来、
特殊効果・視覚効果演出の企業として、
テレビ番組・CM・演劇・コンサートなどの
各種舞台における特殊効果演出、そし
て高圧ガスの製造・販売に携わっておりま
す。本社を大森南に移転し、早 35 年と
なり、今期から「地域貢献」を当社の目標と
して掲げており、積極的に貢献して
いきたいと考え、入会いたします。どうぞよ
ろしくお願いいたします。

令和4年10月末現在
管内法人数 7,788社
大森法人会員数 1,456社データ

Membership 

ようこそ 新
しいお仲間

ようこそ 新
しいお仲間

※カレンダーの各開催要領は当会ホームページをご覧ください。
※各行事については新型コロナウイルス感染症の影響により中止となる場合が
あります。詳しくは事務局までお問い合わせください。

★印のイベントは一般の方も参加できます。
　詳しくは事務局03（3751）4484までご連絡ください。

1月
18日（水） ★新年賀詞交歓会

1/10 源泉所得税（12月分）納税
1/31　11月決算法人の確定申告と納税　　　
1/31　5月決算法人の中間申告と納税
1/31　社会保険料（12月分）納付

2月
 1日
7日
8日

15日
22日
27日

（水）
（火）
（水）
（水）
（水）
（月）

★新設法人説明会 13時30分～16時30分 法人会館研修室
正副会長会 11時00分～13時00分 法人会館研修室
★決算法人説明会 13時30分～16時30分 法人会館研修室
★法人税見方・書き方講座①13時30分～16時30分 法人会館研修室
★法人税見方・書き方講座②13時30分～16時30分 法人会館研修室
理事会 16時00分～17時30分 法人会館研修室

2/10　源泉所得税（1月分）納税
2/28 12月決算法人の確定申告と納税　　　
2/28 6月決算法人の中間申告と納税
2/28　社会保険料（10月分）納付

冬のカレンダーI N D E X
冬のカレンダー  

大森みんなの広場

　　 ようこそ新しいお仲間

　　 お出かけください

顔

　　 大森税務署長　潮見 宏文 氏

TAXインフォメーション  

令和5年度税制改正提言

ひろば

役立つ情報のご案内　

ジャストワンワード

2

3

4

6

8

10

12

15

お出かけくださいお出かけください

税金クイズ税金クイズ

※新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、
　中止となる場合がありますので、ホームペー
　ジをご確認ください。

★法人税見方・書き方講座【全5回】

①   2月 15日（水）13:30 ～16:30
②   2月 22日（水）13:30 ～16:30
③   3月  1日（水）13:30 ～ 16:30
④   3月  8日（水）13:30 ～ 16:30
⑤   3月15日（水）13:30 ～ 16:30

※ 答えは15ページに

次の問題に番号で答えてください。
あなたの税知識は？

会議室のカーテン（１組６万円、１室４組合計24万
円）を取り替えました。カーテンの取得価額はいくら
になるでしょうか？
　①　６万円（１組で判定）
　②　24万円（１室合計で判定）

A

適格請求書に決まった様式はない。〇か×か？
　①　〇
　②　×

B

専業主婦である妻の生命保険料を夫が支払っ
ていた場合、夫の年末調整において、夫が支払
った妻の生命保険料は生命保険料控除の対象
となるか？
　①　対象となる
　②　対象とならない

C

ハンガリーにおいて、国民の食習慣の改善と肥
満対策のために課されている税金はどちらです
か？
　①　チョコレート税
　②　ポテトチップス税

D

おおもり法人ニュースの表紙写真を募集します！
大森のまちの魅力を再発見できる自然の風景や、
街中をテーマにご応募お待ちしております。

入新井西公園にある蒸気機関車C57-66。

こちらは昭和12年から昭和15年の間に製造されたとの
ことです。

つまりは御歳82歳～？ということになります。

この蒸気機関車はきちんと整備されていて、今も動くの
です。

その力強い姿は、たとえ時代が変わったとしても、変わら
ないでいてほしい何かがあること。

古き良きものを新しい時代にも継承していくこと。

それらの大切さを私達に語りかけてくれます。

当法人会の歴史もかくありたいものです。

法人税確定申告書の注意事項をしっかりマーク！わかり
やすくポイントを説明します！

会場：大森法人会館3F研修室

●

●

●

撮影者：AIG損害保険（株）佐藤  雅也 氏
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1991年
1994年
1997年
2003年
2003年
2010年
2021年現在
2005年
2007年
2009年
2015年
2021年現在

■プロフィール
　潮見宏文（しおみひろふみ）
　北海道出身 千葉県松戸市在住

● 昭和56年4月
札幌国税局採用

● 平成20年7月
総務部営繕監理官課長補佐

● 平成23年7月
中野署総務課長

● 平成24年7月

江戸川北署総務課長

● 平成25年7月

江東東署副署長

● 令和元年7月
調査第二部統括官

● 令和3年7月
仙台国税局宮古税務署長

● 令和4年7月
大森税務署長

〈インタビュー〉
　　・矢野口智一 ・石井幸恵
　　・佐藤雅也 ・山科早穂
　　・縣　伸幸
〈文〉
　　・須貝明司

9月28日　大森税務署にて

人
に
顔
あ
り
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街
に
も
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あ
り

今
号
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顔
は
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を
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か
…
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No.176

令和4年7月に大森税務署新署長として着任され
た潮見宏文さんは、署内においてはいつでも声をかけ
られるような雰囲気づくりを心がけているとのこと。
インボイス制度導入などを控え、より相談しやすい税
務署を目指しています。

北の大地から縁あって大森税務署長に

私は北海道の深川市出身です。田園風景に囲まれた
北の大地から40年ほど前に東京国税局に採用され、縁
あって、この度、大森税務署長として赴任してまいりま
した。大森は町工場が多いというイメージがあります。
バスで通勤していますが、人の動きが多くて活気があ
るという印象を持っています。これからは折を見て管
内を見てまわりたいと思っています。
着任の際、全職員への挨拶として、自然体で仕事をし
てくださいと話しました。税務の仕事は法律が改正さ
れることも多く、日々勉強していくことが求められま
す。とは言え全員が税法のすべてを知ることは困難で
す。私が言うところの「自然体」という意味は、あやふ
やな答え、間違った答えをしないように心がけ、わかっ
ている範囲で対応することです。
私自身、税務相談の担当での経験から、質問に答えら
れないということで、自分に対する気づきがありまし
た。弱いところがわかるということですね。ならばそこ
を勉強する、そして覚えることで自己啓発、自己研鑽を
繰り返しスキルアップを図り自然体になっていく。
若い職員が多いので、なおさら、プライドにとらわれ
ず、わかる範囲のことはきちんとお応えする、わからな
いことは確認して対応することが大事だと思います。

運動が好きでバレーボール部に所属

私の住まいは千葉県の松戸市で、大森税務署まで通
勤時間は大体1時間半くらい。職場で出会った妻と娘、

息子の4人家族で暮らしています。子どもが生まれた頃
は忙しい部署にいたので帰りが遅くなることが多かっ
たため、平日はどうしても子育てを妻に任せている感
じでした。でも、土日はだいたい休めたので、休日は子
どもの世話もよくしていました。たまには私が子ども
を連れて出かけて、妻が子育てから少しでも解放され
る時間ができるよう意識していました。
私は元々運動が好きで、中学、高校とバレーボール部
で活動していました。東京国税局にはさまざまなサー
クル活動があって、運動系で9人制バレーボール部も
あったので、参加してリーグ戦などに出場していまし
た。いまだに９人制なのがちょっとびっくりですが。現
役は30代くらいまでで、退いた後も健康のことを考え
て練習は続けていました。税務署対抗の大会もあった
のですが、コロナ禍になって屋内競技は練習も試合も
できていない状況なのが残念です。息子に教えたこと
はありませんでしたが、私と同じように中高とバレー
ボールをやっていました。
これまで意識して家族旅行などをしたことがありま
せん。なにせ私の実家が北海道なので家族を連れて夏
に帰省するのが、そのまま家族旅行になっていました
から。

インボイス制度導入に向け早めの検討を

税務の話に戻しますと、令和5年10月1日からの導入
が決まっているインボイス制度が非常に大きな変化と
してみなさんに影響を及ぼすことになります。
特に急がれるのが課税事業者、免税事業者がインボ
イスに登録するかしないかという判断です。
e-taxは、その導入が事業者、税務署双方にメリット
があり、「あらゆる税務手続が税務署に行かずにできる
社会」の実現のため、みなさんにお願いしていますが、
インボイスは任意なので100%手続きが求められるわ
けではありません。

そこで、まずインボイスを理解していただきたいと考えています。特に
免税事業者のみなさんには早急に検討していただきたい。まず知ってい
ただくこと、そして検討を始めていただくための広報、周知が重要です。
法人会など税務団体にはふだんから大変お世話になっています。こ
うしたインボイスや既に始まっている電子帳簿保存法など、税法は改
正も多く今回のような新制度導入もありますから、関係団体を通じて
広報していただけるのはありがたいことです。お願いしっぱなしで申
しわけありませんが、今後も緊密に連携していきたいと考えています。

なるべく話しやすい「顔」で雰囲気づくり

「正直者には尊敬の的　悪徳者には畏怖の的」。
これは昭和24年の国税庁開庁式におけるハロルドモス（元GHQ内歳
入課長）の言葉です。
税務署員は正しく公平な仕事をすることが大事であると考えます。
少し堅苦しい言い方ですが、これは税務署における納税者に対する

「顔」と言えるでしょう。
私個人の「顔」のことで言いますと、署内において、なるべく話しや
すい雰囲気でいるよう心がけています。いつ声をかけてくれてもかま
いません。いかに仕事をしやすい雰囲気を作るかが署長の仕事と考え
ています。
それが、結果的に大森税務署に来られる、あるいは電話等でお問い
合わせされる事業者の
みなさんにとって気軽
に利用しやすい場所に
なるのだと思います。
法人会会員の皆さん
には勉強会などを通じ
て、さまざまなご相談
やご意見をお寄せいた
だければと思います。
よろしくお願いいた
します。 ▲本州最東端の碑 （岩手県宮古市トドヶ崎にて）

潮見 宏文
大森税務署長

I N T E R V I E W
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あらゆる税務手続が
税務署に行かずにできる社会の実現に向けて
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すい雰囲気でいるよう心がけています。いつ声をかけてくれてもかま
いません。いかに仕事をしやすい雰囲気を作るかが署長の仕事と考え
ています。
それが、結果的に大森税務署に来られる、あるいは電話等でお問い
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みなさんにとって気軽
に利用しやすい場所に
なるのだと思います。
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インボイス発行事業者となるためには、
原則、令和５年３月31日までに
登録申請が必要です！

令和５年10月
インボイス制度が始まります！

消費税消費税消費税 制度開始時
に

事 者業 の 方 へ

information 皆さんの生活に役立つニュース  アレコレ…

確定申告書等作成コーナー

国税庁 法人番号7000012050002

e-Tax!さぁ 作成コーナー

裏面もご確認ください

自動 計 算

自 動 入 力

自 宅 か ら

画面の案内に沿って入力するだけで作成・送信♪

マイナポータル連携でデータをまとめて入力♪

確定申告はご自宅で！スマホで申告できます♪

自宅 で

から

確定申告 動画

こちらから
アクセス!

医療費控除

スマホ申告 マイナンバーカード方式

還付金

税務署への持参

「自宅からのe-Tax」５つ のメリット！
印刷・郵送代

確定申告期間の利用可能時間

添付書類

※一部の書類は除きます

３週間程度で還付！

書面提出の場合は
１か月～１か月半程度で還付

※メンテナンス時間
を除きます

令和４年分（令和５年１月以降）からさらに便利に！

R4.8・このチラシには開発中の画面が含まれておりますので、実際の画面と異なる場合があります。

確定申告書等作成コーナーの便利な機能はこちら♪

源泉徴収票の
記載内容を
自動入力！

①e-Tax登録情報の確認
（読取１回目）

③e-Taxへのログイン
（読取３回目）

②電子署名の付与
（読取２回目）

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

※過去にマイナンバーカード方式で申告された方が対象です。

用意するものは次の２つ

マイナンバーカード マイナンバーカード読取対応
のスマートフォン

マイナポータルアプリを
インストールするだけ !

ICカードリーダライタ不要！

スマホ画面 パソコン画面

パソコンで申告！

スマホで申告！

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

0123456789ABCDEF

氏名 番号 花子

平成元年 3月31日生

住所 ○○県□□市△△町◇丁目○番地▽▽号

1234

2025年 3月31日まで有効

性別 女

□□市長

スマホがICカードリーダライタの代わりに！

マイナンバーカード ※

青色申告決算書・収支内訳書がスマホで作成可能に！
パソコンの画面もリニューアル！

の読み取り回数が１回に！

確定申告書等作成コーナーの入力方法は動画でチェック

カメラで給与所得の源泉徴収票を読み取り自動入力！

①e-Taxへのログインのみ！

　年末調整とは、源泉徴収した税額の年間の合計額と、年税額を一致させる清算の手続きです。
　大部分の給与所得者は、この年末調整によって、その年の所得税の納税が完了することになりますから、
年末調整は給与所得者にとって大切な手続きです。

「年末調整がよくわかるページ」をご覧ください！

年末調整でお困りのときは“チャットポット（ふたば）” にご相談ください

年　末　調　整　と　は

● インボイスを発行するためには、インボイス発行事業者の登録申請が必要です。登録は課税事業者が受けることができます。

● 免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者の登録を受けるかをご検討ください。

● 登録を受けるかどうかは事業者の方の任意です。登録にあたっては、取引先との調整やシステムの  整備が
　 必要となることもあるため、お早目のご準備をおすすめします。

● 登録を受けると「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」で登録番号や氏名又は名称等の情報が
　 公表されます。

インボイス制度の検討・手続きはお早めに！！

従業員の皆様にふるさと納税などで確定申告をする際は、スマホ申告を！！年末調整について
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I 税・財政改革のあり方
１.財政健全化に向けて
〇これまでも財政を左右すると指摘されてきた団
塊の世代が、ついに本年度から後期高齢者に入
り始めた。本来なら、それまでに少なくともＰＢ
黒字化を達成しておかねばならなかった。財政
健全化が国家的課題であることを政治家も国民
も再確認し不退転の決意で臨む必要がある。
・コロナ禍は最悪期を脱し社会経済活動は平時に
戻りつつあるが、その影響がなくなったわけで
はない。このため、相応の需要喚起を行うこと
も必要ではあるが、それがバラマキ政策となら
ないよう十分配慮すべきである。

・財政健全化は国家的課題であり、コロナ禍収束
後には本格的な歳出・歳入の一体的改革に入れ
るよう準備を進めることが重要である。歳入で
は安易に税の自然増収を前提とすることなく、
また歳出については聖域を設けずに分野別の具
体的な削減・抑制の方策と工程表を明示し、着
実に改革を実行するよう求める。

２.社会保障制度に対する基本的考え方
〇社会保障給付費は公費と保険料で構成されてお
り、財政のあり方と密接不可分の関係にある。現
状の「中福祉・低負担」という不均衡を「中福祉・
中負担」という正常な姿に改革するには、適正な
負担を確保するとともに、給付を「重点化・効率
化」により可能な限り抑制するしか方法はない。

〇社会保障のあり方では「自助」「公助」「共助」の役
割と範囲を改めて見直すほか、公平性の視点が
重要である。医療保険の窓口負担や介護保険の
利用者負担などの本人負担については、高齢者
においても負担能力に応じた公平な負担を原則
とする必要がある。
〇医療は産業政策的に成長分野と位置付け、デジ
タル化対応など大胆な規を行う必要がある。給

付の急増抑制や都市と地方、診療科間の公平性
を確保するために診療報酬（本体）の配分等を直
すとともに、政府の新目標であるジェネリックの
普及率「全ての都道府県で80％以上」を達成する
必要がある。

３.行政改革の徹底
〇地方を含めた政府・議会が「まず隗より始めよ」の
精神に基づき自ら身を削ることが重要である。
以下の諸施策について、直ちに明確な期限と数値
目標を定めて改革を断行するよう強く求める。
・国･地方における議員定数の大胆な削減､歳費の
抑制。厳しい財政状況を踏まえ、国と地方公務
員の人員削減と能力を重視した賃金体系による
人件費の抑制。

Ⅱ 経済活性化と中小企業対策
１.中小企業の活性化に資する税制措置
〇中小企業は地域経済の担い手であるだけではな
く、我が国経済の礎である。コロナ禍の影響が依
然残っているだけでなく、エネルギーや原材料価
格の上昇などが重なり、経営環境は一段と厳しさ
を増している。中には廃業に追い込まれる例も
珍しくない。そうした中で求められるのは、健全
な経営に取り組んでいる企業が、持てる能力を十
分に発揮できるような税制の確立である。また、
政府と自治体はコロナ禍への懸念が再燃する
ケースも想定し、実効性のある対策を準備してお
くことも必要である。

２.法人税関係
〇中小法人に適用される軽減税率の特例15％を本
則化すべきである。また、昭和56年以来、800万
円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得
金額を、少なくとも1,600万円程度に引き上げる。
なお、本制度は令和5年3月末日が適用期限となっ

ていることから、直ちに本則化することが困難な
場合は適用期限を延長する。

〇租税特別措置については、公平性・簡素化の観点
から、政策目的を達したものは廃止を含めて整理
合理化を行う必要はあるが中小企業の技術革新
など経済活性化に資する措置は、以下のとおり制
度を拡充したうえで本則化すべきである。
①中小企業投資促進税制については、対象設備を
拡充したうえ、「中古設備」を含める。なお、それ
が直ちに困難な場合は、令和５年３月末日となっ
ている適用期限を延長する。
②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
措置については、損金算入額の上限（合計300万
円）を撤廃し全額を損金算入とする。

３.事業承継税制関係
〇我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経
済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献して
いる。中小企業が相続税の負担等によって事業
が承継できなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐ
ことになる。平成30年度の税制改正では、比較的
大きな見直しが行われたがさらなる抜本的な対
応が必要と考える。

〇我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較す
ると限定的な措置にとどまっており、欧州並みの
本格的な事業承継税制が必要である。とくに、事
業継続に資する相続については、事業従事を条
件として他の一般資産と切り離し、非上場株式を
含めて事業用資産への課税を軽減あるいは免除
する制度の創設が求められる。

〇取引相場のない株式の評価については、企業規
模や業種によって多様であるが、企業価値を高
めるほど株価が上昇し、税負担が増大する可能
性があるなど、円滑な事業承継を阻害しているこ
とが指摘されている。取引相場のない株式は換
金性に乏しいことを考慮し、評価のあり方を見直
す必要がある。

４.消費税関係
〇消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全化
に欠かせないが、軽減税率制度は事業者の事務
負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コス
トおよび税収確保などの観点から問題が多い。
このため、かねてから税率10％程度までは単一税
率が望ましく、低所得者対策は「簡素な給付措置」
の見直しで対応するのが適当であることを指摘
してきた。政府は、国民や事業者への影響、低所
得者対策の効果等を検証し、問題があれば同制

度の是非を含めて見直しが必要である。
〇令和５年10月から導入される「インボイス制度」
について、すでに「インボイス発行事業者」の登
録申請がはじまっているものの、事業者のインボ
イス制度に対する理解が十分に深まっていると
は言い難い。さらに、新型コロナは小規模事業者
等の事業継続に大きな困難をもたらした。これ
ら事業者が事務負担増や取引から排除等の理由
により休廃業に追い込まれることのないよう、当
面は現行の「区分記載請求書等保存方式」の維持、
または免税事業者からの仕入税額相当額の８割
を控除できる経過措置を当分の間維持するなど、
弾力的に対応すべきである。

Ⅲ 地方のあり方
〇今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧さ
だけでなく、自治体と診療所を含む医療機関の間
での意思疎通不足を表面化させ、これによる混
乱は現在も尾をひいている。医療制度の抜本改
革の必要性については前述したが、現行制度下
でも病院間の役割分担や広域的な救急医療など
自治体のリーダーシップで解決できる問題は少
なくない。要は行政と医療機関のやる気なので
ある。

Ⅳ 震災復興等
〇政府は東日本大震災からの復興について、令和３
年度から７年度までの５年間を「第２期復興・創
生期間」と位置付け復興の円滑かつ着実な遂行に
期することとしている。そのためには、これまで
の効果を十分に検証し、予算の執行を効率化す
るとともに、原発事故への対応を含めて引き続き
適切な支援を行う必要がある。とりわけ被災地
における企業の定着、雇用確保を図ることが重要
であり、実効性のある措置を講じるよう求める。

Ⅴ その他
１.納税環境の整備

２.環境問題に対する税制上の対応
欧米などの制度や議論の動向を見極めつつ、既存
のエネルギー関係税制との調整を図り、幅広い観
点から十分な検討が行われるべきである。

３.租税教育の充実

News Scope in Oomori法人会の「令和５年度税制改正に関する提言」（要約）
ーポストコロナの経済再生と財政健全化を目指し、税財政改革の実現を！ー

　法人会は令和５年度税制改正実現を求める提言をま
とめ、今後の政府や関係諸官庁に要望活動を展開して
いきます。従来より先進国の中では突出した財政赤字
を抱えていたことに加え、新型コロナ感染拡大対策とし
て、赤字国債発行による財政出動で一段と財政赤字は
膨らんできています。
　法人会は、ポストコロナの経済再生と財政健全を目
指し、税財政改革を強く求めています。
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I 税・財政改革のあり方
１.財政健全化に向けて
〇これまでも財政を左右すると指摘されてきた団
塊の世代が、ついに本年度から後期高齢者に入
り始めた。本来なら、それまでに少なくともＰＢ
黒字化を達成しておかねばならなかった。財政
健全化が国家的課題であることを政治家も国民
も再確認し不退転の決意で臨む必要がある。
・コロナ禍は最悪期を脱し社会経済活動は平時に
戻りつつあるが、その影響がなくなったわけで
はない。このため、相応の需要喚起を行うこと
も必要ではあるが、それがバラマキ政策となら
ないよう十分配慮すべきである。

・財政健全化は国家的課題であり、コロナ禍収束
後には本格的な歳出・歳入の一体的改革に入れ
るよう準備を進めることが重要である。歳入で
は安易に税の自然増収を前提とすることなく、
また歳出については聖域を設けずに分野別の具
体的な削減・抑制の方策と工程表を明示し、着
実に改革を実行するよう求める。

２.社会保障制度に対する基本的考え方
〇社会保障給付費は公費と保険料で構成されてお
り、財政のあり方と密接不可分の関係にある。現
状の「中福祉・低負担」という不均衡を「中福祉・
中負担」という正常な姿に改革するには、適正な
負担を確保するとともに、給付を「重点化・効率
化」により可能な限り抑制するしか方法はない。

〇社会保障のあり方では「自助」「公助」「共助」の役
割と範囲を改めて見直すほか、公平性の視点が
重要である。医療保険の窓口負担や介護保険の
利用者負担などの本人負担については、高齢者
においても負担能力に応じた公平な負担を原則
とする必要がある。
〇医療は産業政策的に成長分野と位置付け、デジ
タル化対応など大胆な規を行う必要がある。給

付の急増抑制や都市と地方、診療科間の公平性
を確保するために診療報酬（本体）の配分等を直
すとともに、政府の新目標であるジェネリックの
普及率「全ての都道府県で80％以上」を達成する
必要がある。

３.行政改革の徹底
〇地方を含めた政府・議会が「まず隗より始めよ」の
精神に基づき自ら身を削ることが重要である。
以下の諸施策について、直ちに明確な期限と数値
目標を定めて改革を断行するよう強く求める。
・国･地方における議員定数の大胆な削減､歳費の
抑制。厳しい財政状況を踏まえ、国と地方公務
員の人員削減と能力を重視した賃金体系による
人件費の抑制。

Ⅱ 経済活性化と中小企業対策
１.中小企業の活性化に資する税制措置
〇中小企業は地域経済の担い手であるだけではな
く、我が国経済の礎である。コロナ禍の影響が依
然残っているだけでなく、エネルギーや原材料価
格の上昇などが重なり、経営環境は一段と厳しさ
を増している。中には廃業に追い込まれる例も
珍しくない。そうした中で求められるのは、健全
な経営に取り組んでいる企業が、持てる能力を十
分に発揮できるような税制の確立である。また、
政府と自治体はコロナ禍への懸念が再燃する
ケースも想定し、実効性のある対策を準備してお
くことも必要である。

２.法人税関係
〇中小法人に適用される軽減税率の特例15％を本
則化すべきである。また、昭和56年以来、800万
円以下に据え置かれている軽減税率の適用所得
金額を、少なくとも1,600万円程度に引き上げる。
なお、本制度は令和5年3月末日が適用期限となっ

ていることから、直ちに本則化することが困難な
場合は適用期限を延長する。

〇租税特別措置については、公平性・簡素化の観点
から、政策目的を達したものは廃止を含めて整理
合理化を行う必要はあるが中小企業の技術革新
など経済活性化に資する措置は、以下のとおり制
度を拡充したうえで本則化すべきである。
①中小企業投資促進税制については、対象設備を
拡充したうえ、「中古設備」を含める。なお、それ
が直ちに困難な場合は、令和５年３月末日となっ
ている適用期限を延長する。
②少額減価償却資産の取得価額の損金算入の特例
措置については、損金算入額の上限（合計300万
円）を撤廃し全額を損金算入とする。

３.事業承継税制関係
〇我が国企業の大半を占める中小企業は、地域経
済の活性化や雇用の確保などに大きく貢献して
いる。中小企業が相続税の負担等によって事業
が承継できなくなれば、経済社会の根幹が揺らぐ
ことになる。平成30年度の税制改正では、比較的
大きな見直しが行われたがさらなる抜本的な対
応が必要と考える。

〇我が国の納税猶予制度は、欧州主要国と比較す
ると限定的な措置にとどまっており、欧州並みの
本格的な事業承継税制が必要である。とくに、事
業継続に資する相続については、事業従事を条
件として他の一般資産と切り離し、非上場株式を
含めて事業用資産への課税を軽減あるいは免除
する制度の創設が求められる。

〇取引相場のない株式の評価については、企業規
模や業種によって多様であるが、企業価値を高
めるほど株価が上昇し、税負担が増大する可能
性があるなど、円滑な事業承継を阻害しているこ
とが指摘されている。取引相場のない株式は換
金性に乏しいことを考慮し、評価のあり方を見直
す必要がある。

４.消費税関係
〇消費税は社会保障の安定財源確保と財政健全化
に欠かせないが、軽減税率制度は事業者の事務
負担が大きいうえ、税制の簡素化、税務執行コス
トおよび税収確保などの観点から問題が多い。
このため、かねてから税率10％程度までは単一税
率が望ましく、低所得者対策は「簡素な給付措置」
の見直しで対応するのが適当であることを指摘
してきた。政府は、国民や事業者への影響、低所
得者対策の効果等を検証し、問題があれば同制

度の是非を含めて見直しが必要である。
〇令和５年10月から導入される「インボイス制度」
について、すでに「インボイス発行事業者」の登
録申請がはじまっているものの、事業者のインボ
イス制度に対する理解が十分に深まっていると
は言い難い。さらに、新型コロナは小規模事業者
等の事業継続に大きな困難をもたらした。これ
ら事業者が事務負担増や取引から排除等の理由
により休廃業に追い込まれることのないよう、当
面は現行の「区分記載請求書等保存方式」の維持、
または免税事業者からの仕入税額相当額の８割
を控除できる経過措置を当分の間維持するなど、
弾力的に対応すべきである。

Ⅲ 地方のあり方
〇今般のコロナ禍は国と地方の役割分担の曖昧さ
だけでなく、自治体と診療所を含む医療機関の間
での意思疎通不足を表面化させ、これによる混
乱は現在も尾をひいている。医療制度の抜本改
革の必要性については前述したが、現行制度下
でも病院間の役割分担や広域的な救急医療など
自治体のリーダーシップで解決できる問題は少
なくない。要は行政と医療機関のやる気なので
ある。

Ⅳ 震災復興等
〇政府は東日本大震災からの復興について、令和３
年度から７年度までの５年間を「第２期復興・創
生期間」と位置付け復興の円滑かつ着実な遂行に
期することとしている。そのためには、これまで
の効果を十分に検証し、予算の執行を効率化す
るとともに、原発事故への対応を含めて引き続き
適切な支援を行う必要がある。とりわけ被災地
における企業の定着、雇用確保を図ることが重要
であり、実効性のある措置を講じるよう求める。

Ⅴ その他
１.納税環境の整備

２.環境問題に対する税制上の対応
欧米などの制度や議論の動向を見極めつつ、既存
のエネルギー関係税制との調整を図り、幅広い観
点から十分な検討が行われるべきである。

３.租税教育の充実

News Scope in Oomori法人会の「令和５年度税制改正に関する提言」（要約）
ーポストコロナの経済再生と財政健全化を目指し、税財政改革の実現を！ー

　法人会は令和５年度税制改正実現を求める提言をま
とめ、今後の政府や関係諸官庁に要望活動を展開して
いきます。従来より先進国の中では突出した財政赤字
を抱えていたことに加え、新型コロナ感染拡大対策とし
て、赤字国債発行による財政出動で一段と財政赤字は
膨らんできています。
　法人会は、ポストコロナの経済再生と財政健全を目
指し、税財政改革を強く求めています。
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NEWSFILE 1

日時▶8月9日（火）14：00 ～ 16：00
場所▶大田文化の森5階多目的室
講師▶（有）マスエージェント代表取締役　林  忠史   氏　
参加人数▶43名

● 実務セミナー「インボイス制度と電子帳簿保存法改正」

日時▶9月9・10日（金・土）
場所▶伊豆長岡京急ホテル
参加人数▶17名

令和4年度「仲間づくり運動」取組について
縣  事務局長

「福利厚生制度創設50周年キャンペーンについて」
大同生命保険（株）品川営業部　諸永  部長

● 役職者一泊研修会

日時▶10月3日（月）14：00 ～16：00
場所▶京浜島厚生会館
講師▶（有）マスエージェント代表取締役　林  忠史   氏
参加人数▶27名

● 実務セミナー「インボイス制度と電子帳簿保存法改正」

● 青年部会研修会
「Web3.0入門ーブロックチェーン、暗号資産、NFT基礎知識と税金計算」
日時▶9月15日（木）18：00 ～ 19：30
場所▶法人会館研修室
講師▶千葉商科大学 准教授 　泉  絢也   氏
参加人数▶12名

大同生命保険（株）
品川営業部
諸永  部長
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セミナー名 講師 分数 セミナー名 講師 分数

研
修
・
人
材
育
成

　　 社労士が考える 円滑な人間関係
を築くためのコミュニケーション術

刑事メンタルで
ピンチをチャンスに（８）

良好な信頼関係を築く
叱る側、叱られる側の心構え（後編）

新規開拓営業力強化セミナー

中堅・若手社員の
営業力強化セミナー　後編

心理学を通した伝え方で
コミュニケーションを考える

～事例から学ぶ～
契約トラブルを防ぐ方法（６）

和食伝承師（R）から見た「食と健康」
（３）「絆」の話

どこにも負けない！ものづくりへの挑戦

これからの
企業ブランディング

茶道は最強の
ビジネスツール

世界のビジネスエリートが
知っている教養としての茶道

刑事（デカ）すぎるスキルを
ビジネスに

「鎌倉殿の13人」主人公
北条義時に学ぶナンバー２学　（前編）

初心者でもよくわかる！
簿記・経理入門セミナー

社長と会社にお金を残すための
バランスシート経営

地方創生に向けた
SDGs 推進

再生可能エネルギーと
持続可能な地域社会を考える

大野 ゆかり

森 　透匡

外川 智恵

髙田 　稔

和田 　勉

大野 ゆかり

宮崎 大輔

上神田 梅雄

浜野 慶一

一
般
経
営

33分

4分

35分

40分

55分

33分

16分

27分

84分

福井 崇人

竹田 理絵

竹田 理絵

森　 透匡

福永 雅文

小野　 恵

海生 裕明

影山 貴大

深津 功二

43分

40分

33分

41分

40分

83分

110分

54分

20分

労
務 

税
務
・
財
務

経
理

健
康

ラ
イ
フ
ス
タ
イ
ル

政
治

経
済

会員の方は６００タイトル以上のセミナーが無料で受講できます

大森法人会よりインターネットセミナーのご案内

大森法人会 で検索いただけます

ＮＥＷ 

公益社団法人 大森法人会のホームページ から無料でセミナーがご覧いただけます

https://www.tohoren.or.jp/oomori/
検索

お問い合わせは公益社団法人 大森法人会事務局まで ＴＴＥＥＬＬ：：００３３－－３３７７５５１１－－４４４４８８４４

掲載講師やタイトルは変更になる場合がございます。 掲載されているタイトルは、ご覧いただけるものの一部です。

労働問題で足をすくわれない
経営を目指して

米澤総合法律事務所 代表弁護士
米澤 章吾 

インボイス制度の概要と
電子帳簿保存法のポイント

認会計士　コンサルタント
川口　宏之

想いをつなぐ「エンディングノート」
の書き方・活用方法

整理整頓コンサルタント
藤岡　聖子

ＮＥＷ 

ＮＥＷ 

ＮＥＷ 

ＮＥＷ 

※ 画面はイメージとなります。

視聴は無料です

　パスワード：oomoriHJ

ビ ジ ネ ス マ ッ チ ン グ の ご 案 内
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地方税
共通納税システム地方税
共通納税システムのお知らせ

地方税共通納税システムでのｅＬＴＡＸ電子納税が大変便利です。インターネットバンキング等で
の納税に加えて、事前に登録した口座から引き落としができるダイレクト納付ができます。さらに、
全国の自治体に一括で納税することが可能です。
また、令和３年１０月から都民税利子割・都民税配当割・都民税株式等譲渡所得割の納入が可能
となりました。
詳細はｅＬＴＡＸホームページをご確認ください。　https://www.eltax.lta.go.jp

～全国の地方公共団体へ一括して納税可能～

事前に登録した金融機関口座から
指定した期日に税額を引き落とすこ
とができる納税方法です。

ダイレクト納付が実現‼

個人住民税（特別徴収分）や法人二
税などが複数の地方公共団体に対
して、一度の操作で電子的に納税
できます。

《取扱税目》
●法人事業税・法人都民税・特別法人事業税 /地方法人特別税
●事業所税　●個人住民税（特別徴収分、退職所得分）
●都民税利子割・都民税配当割・都民税株式等譲渡所得割

納税事務の負担が
軽減されます‼

詳しくはホームページをご覧ください。
https://www.eltax.lta.go.jp

全国の自治体に
　　 一括電子納税‼

eLTAX イメージキャラクター
エルレンジャー

税理士の方など代理人に
よる納税手続ができます‼

エルタックス

電子納税が大変便利ですＬe T A X

※土曜日、日曜日、祝日、年末年始（12月31
日～1月3日）はご利用いただけません。ナビ
ダイヤルがご利用いただけない場合等は、
03-5321-8656におかけください。

◆ここ数年はコロナウイルスに翻弄され、生活スタイルや働き方が変わってしまいました。ウィズ
コロナが終わっても元の日常に戻らず、ますますデジタル社会（スマートフォンの活用）は進んで
行く流れでしょう。その為にもデジタル分野についてリカレント（学び直し）して社会に対応して
おこうと考えています。　　　　　　　　　　　  （有）エヌフォーラム　中西 亮　副委員長

◆８月に１泊２日で友人と白馬岳に登ってきました。夏でも雪の残る大雪渓、普段目にすること無
い美しい高山植物の花々、自然を満喫することができ良いリフレッシュとなりました。
慌ただしい日常生活の中でも周囲の草花や季節の変化に気付く余裕を持ちたいと思いました。
　　　　　　　　　　　　　　　　 アカルドコンサルティング（株） 近藤 尚之　副委員長

A  ②　減価償却資産の取得価額については、機能を発揮する単位で判定するので、カーテンやブラ
　　　 インドについては、一般的に一室ごとに判定することとなります。
B  ①　適格請求書の様式は、法令等で定められていません。適格請求書として必要な記載事項が満
　　　 たされた書類であれば、その名称を問わず適格請求書に該当します。
C  ①　妻や子供の生命保険料であっても、給与の支払いを受ける人がその生命保険料を支払ったこ
　　　 とが明らかであれば、控除の対象とすることができます。
D  ②　ポテトチップス税は、ハンガリーにおいて2011年９月に導入された税金で、ポテトチップスだ
　　　 けではなく、スナック菓子、ケーキ、アイス、クッキー、炭酸飲料など、砂糖・塩分・脂肪を過 
　　　 剰に含む食品や飲料を対象に、５～20％の税率で課税されています。

税金クイズの答え

ジャスト・ワン・ワードジャスト・ワン・ワード

税金クイズの答え
今回も
全問正解
ですよネ
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自主点検チェックシートをご活用ください！
企業を成長させるためには、売上を増やし利益を上げることはもちろんですが、内部統制面の

強化や経理面の質を向上させることも重要な要素です。「入出金が適切に管理されるようになる」
「内部の不正行為を未然に防止できる」など結果的に企業の成長にもつながることが期待できます。
　法人会では、こうした「自主点検」を簡単にできるようにするため、「自主点検チェックシート・
ガイドブック」を作成いたしました。企業の皆様、自社の成長・税務リスクの軽減のために、
ぜひご活用ください。

企業の税務コンプライアンス
向上のために

お問い合せ先

国税庁後援

法人  太郎

売掛金の回収不能を防ぐた
め、取引先に遅延の理由を
確認するようにした。

確認したところ遅延が1件
あった。
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「自主点検チェックシート」は
社内体制のほか、貸借関係や損
益関係等に分かれ、全部で83
の点検項目があります。
また、企業規模や業種に関
わりなく企業のガバナンス確
保に必要な基本事項を40項目
選定した「入門編」もあります。
点検結果が「×」であった項
目については、その内容を「点
検結果記入表」に記入し、代表
者に報告します。代表者は点
検結果に基づき、今後の改善
方針を決めます。

CLOSE UP
ご存知ですか
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